
 

OCN アプリケーションサービス利用規約 【現改比較表】 2023年6月28日現在 

～2023年6月30日 2023年7月1日～ 

 

第１条 （規約の制定と目的） 第1条 （規約の制定と目的） 

(略) (略) 

第２条 （規約の適用範囲） 第２条 （規約の適用範囲） 

1. 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 

2. 本サービスの利用前提となる、OCN モバイル ONEサービスに関する契約は、当社の「IP通信網サービス

契約約款第２種契約（タイプ6-3に係るものに限ります）」の記載の通りとします。 

3. 本サービスの利用前提となる、OCN 光 with フレッツ及びOCN 光 「フレッツ」サービスに関する契約は、

当社の「IP通信網サービス契約約款第2種契約（タイプ3に係るものに限ります）」の記載の通りとします。 

4. 本サービスの利用前提となる、OCN 光 サービスに関する契約は、当社の「IP通信網サービス契約約款

第2種契約（タイプ8に係るものに限ります）」の記載の通りとします。 

5. 当社が本サービスの円滑な運用を図るために必要に応じてユーザに通知する本サービスの利用に関する

諸規程(取り扱いマニュアル等を含みます）は本利用規約の一部を構成するものとします。 

1. 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 

2. 本サービスのご利用には下記のいずれかのサービスのご契約が必要です。 

サービス 契約 

OCN モバイル ONE IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ6-3に係るものに限ります） 

OCN 光 「フレッツ」 IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ3に係るものに限ります） 

OCN 光 with フレッツ 「OCN 光 with フレッツ」利用規約 

OCN 光 IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ8のコース1及びコース３に係るも

のに限ります） 

OCN for ドコモ光 IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ8のコース2のプラン1に係るもの

に限ります） 

OCN インターネット IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ8のコース2のプラン2及びプラン3

に係るものに限ります） 

OCN バリュープラン IP通信網サービス契約約款（OCN）（タイプ1のコース1のプラン6に係るもの

に限ります） 

3. 当社が本サービスの円滑な運用を図るために必要に応じてユーザに通知する本サービスの利用に関する

諸規程(取り扱いマニュアル等を含みます）は本利用規約の一部を構成するものとします。 

第3条 （規約の変更） 第3条 （規約の変更） 

(略) (略) 

第4条 （定義） 第4条（削除） 

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語  

OCN 光 ダイヤルアップ回線からアクセスポイントに接続して

通信を行うことができるとともに、光アクセス回線を

使用して通信を行うサービス。 

OCN モバイル ONE 株式会社NTTドコモの「Xi」（クロッシィ）エリアおよび

FOMAエリアに対応した当社が提供するモバイルデ

ータ通信サービス。 

OCN アプリケーション OCNサービスの利便性を高めるために当社が提供

するアプリケーション。 
 

 

第5条 （申し込みと承諾）～第8条（本アプリケーションの提供を受ける権利の譲渡の禁止） 第5条 （申し込みと承諾）～第8条（本アプリケーションの提供を受ける権利の譲渡の禁止） 

（略） （略） 

  



～2023年6月30日 2023年7月1日～ 
 

第9条 （当社が行う本契約の解除） 第9条 （当社が行う本契約の解除） 

1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがあります。 

（1）第11条（利用停止）の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の

原因となる事実を解消しないとき。 

（2）天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（3）本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。 

（4）IP通信網サービス契約約款に定める第2種契約（タイプ3、タイプ6-3、タイプ8に係るものに限りま

す。）の解除があったとき。 

（5）法令等に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となったとき。 

2. 当社は前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知しま

す。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがあります。 

（1）第11条（利用停止）の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原

因となる事実を解消しないとき。 

（2）天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（3）本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。 

（4）IP通信網サービス契約約款(OCN)に定める第2種契約（タイプ6-3、タイプ3、タイプ8のコース1及びコ

ース３、タイプ8のコース2、タイプ1のコース1のプラン6に係るものに限ります。）、「OCN 光 with フレッ

ツ」利用規約に定める契約の解除があったとき。 

（5）法令等に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となったとき。 

2. 当社は前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

第10条 （利用中止）～第11条 （利用停止） 第10条 （利用中止）～第11条 （利用停止） 

（略） （略） 

第12条 （料金） 第12条 （料金） 

本サービスは無料で提供します。ただしご利用にはOCN 光、もしくはOCN モバイル ONEの契約が必要です。

本サービスに係るアプリケーションのダウンロード、本サービスでの利用時のインターネット接続に必要なパケッ

ト通信料は契約者のご負担となります。また本サービスは定期的に自動通信を行う場合があり、その際もパケッ

ト通信料が発生いたします。 

本サービスは無料で提供します。ただしご利用には当社が別に定めるサービスの契約が必要です。本サービスに

係るアプリケーションのダウンロード、本サービスでの利用時のインターネット接続に必要なパケット通信料は契約

者のご負担となります。また本サービスは定期的に自動通信を行う場合があり、その際もパケット通信料が発生い

たします。 

(注)本条に規定する当社が別に定めるサービスは以下の通りです。 

OCN モバイル ONE、OCN 光 「フレッツ」、OCN 光 with フレッツ、OCN 光、OCN for ドコモ光、OCN インター

ネット、OCN バリュープラン 

第13条 （データの取扱い）～第24条 （準拠法） 第13条 （データの取扱い）～第24条 （準拠法） 

（略） （略） 

  

附則 附則 

 附 則（令和5年6月15日 レパＹ第009600000373-01号）  

（実施期日）  

1. この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。  

（吸収合併に伴う取り扱いについて） 

2.  エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「レゾナント」といいます。）が次の表の左欄の規約（以下「旧規約」とい

います。） の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この

改正規定実施の日において、 次の表の右欄の規約（以下「新規約」といいます。）の規定によるものとします。 

 

旧規約 新規約 

OCN アプリケーションサービス利用規約 OCN アプリケーションサービス利用規約 

  

3.  旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の２の表の右欄

の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。 

4. この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に

基づいて行ったものと みなします。  

 



～2023年6月30日 2023年7月1日～ 
 

 


